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暴風警報発表時および特別警報発表時の対応について 

強風注意報・大雨警報等発表時の対応について 

 

 陽春の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日

頃は本校の教育活動に対しまして、温かいご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、暴風警報発表時および特別警報発表時等の対応につきまして、下記のように対応します

ので、ご理解・ご協力をお願いいたします。午前６時００分時点での暴風警報の発表にご注意を

お願いします。 

 

記 

 

暴風警報発表時における対応   

 

 １ 児童生徒の登校する前に、名古屋地方気象台から安城市に暴風警報が発表されている場合 

 

  (1) 午前５時５９分までに安城市の警報が解除された場合は、平常どおり授業を行う。 

  (2) 午前６時までに安城市の警報が解除されなかった場合は、その日の授業は行わない。 

    

※上記(1)(2)の場合、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときは、この限りでは

ない。 

 

 ２ 児童生徒の登校後に、名古屋地方気象台から安城市に暴風警報が発表された場合 

 

  (1) 気象及び通学路の状況等を判断して児童生徒を安全に帰宅させうると判断したときは、

授業を中止し速やかに下校させる。 

  (2) 通学路が危険と認められる場合等、帰宅が困難と判断したときは、当該児童生徒の安全

を校内において確保する。 



 

特別警報（レベル５）・危険警報（レベル４）発表時における対応 

 

 １ 児童生徒の登校する以前に名古屋地方気象台から特別警報が発表されている場合 

 

  (1) 登校させない。 

  (2) 特別警報・危険警報解除後も災害の状況及び気象・通学路の状況等に係る情報を確認の

うえ、児童生徒を安全に登校させうると判断できるまでは登校させない。なお、登校の判

断についての情報は、学校ホームページおよび tetoru、電話連絡等により周知する。 

 

 ２ 児童生徒の登校後に名古屋地方気象台から特別警報・危険警報が発表された場合 

 

  (1) 即刻、授業を中止し、校内にて児童生徒の安全を確保する。 

  (2) 災害の状況及び気象・通学路の状況等に係る情報を確認のうえ、保護者への引き渡しが

安全にできうると判断できるまでは下校させない。なお、保護者への引き渡し判断につい

ての情報は、学校ホームページおよび tetoru、電話連絡等により周知する。 

 

強風注意報・大雨警報等発表時における対応 

 

   安城市に暴風警報・特別警報が発表されていないが、強風・大雨等異常気象により児童生

徒の安全確保に困難が予想される場合 

 

  (1) 校長は名古屋地方気象台から発表される強風注意報・大雨警報等の気象情報を把握し、

災害・気象及び通学路の状況等を判断し、休業や授業の中止等を決定する。なお、学区の

地理的状況等を考慮し、一部地域の児童生徒に対し、休業や授業の中止等を決定すること

ができる。 

  (2) 校長は、保護者の判断により、登校を見合わせたいという連絡があれば、それを認め、

遅刻・欠席扱いとはしない。 

 

担 当 校務主任 齋藤みゆき 

電 話 ０５６６－７１－３２５０ 
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